
 

社会福祉施設の職員の皆さんへ 

  現在、道内で新型コロナウイルス感染症がまん延しており、社会福祉

関係施設でもクラスター（集団感染）が確認されています。 

 社会福祉施設を利用されている方々が感染した場合、命にかかわる事

態になりかねないため、ウイルスを施設内に持ち込まないことが何より

も重要になります。そのため、次の事項について特にご留意願います。 

 

 

 １ マスク着用や咳エチケット、手洗い、 

     アルコール消毒等を確実に行ってください 

 

 ２ 出勤前に検温し、発熱等の症状がある場合は 

     出勤しないで下さい 

 

 ３ 職場外でも「３つの密(※)」を避けてください 

  

    (※) 換気が悪い密閉空間、多数が集まる密集空間、 

          間近で会話や発声をする密接場面 

 

 

 皆さん一人ひとりの行動が、利用者の方々の安全・安心・生命を 

守ることになります。ご理解とご協力をお願いします。 

 

令和２年４月      北海道保健福祉部福祉局施設運営指導課 


